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241 号 

 

 

 
百 折 不 撓 

ごあいさつ 

 今年5月に即位された天皇陛下を知らしめる『即位の

礼』の儀式『即位礼正殿の儀』が、国内外の代表約2千人

を招いて、皇居、宮殿『松の間』で行われました。陛下は

「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いな

がら、憲法にのっとり、日本国および日本国民統合の象徴

としてのつとめを果たすことを誓います」と宣言されまし

た。夜には英国のチャールズ皇太子など海外からの賓客ら

を招いた『饗宴の儀』が行われました。『即位礼正殿の

儀』では宮殿は一気に『平安絵巻』さながらの景観で、色

とりどりののぼりなどが置かれた壮麗な式典になりまし

た。台風15号の被害が大きく『祝賀御列の儀』のパレード

は11月10日に延期となりましたが、直前に雨がやみ虹が東

京の空高くアーチをかけました。『即位礼正殿の儀』が終

わり、早速に安定的な皇位継承議論が再開され、女性宮家

創設など継承策をめぐる議論を活発化させています。 

 15号、19号、21号と、3度襲来した台風は日本列島に甚

大な爪痕を残しました。『即位の礼』の祝賀パレードも延

期されるほど未曽有の記録的な強風と豪雨は、関東地方や

東北地方の山河に再三にわたって被害をもたらしました。

あらためて、自然災害は人知を越えた脅威であることを知

らしめました。19号については、気象庁が50年に1度の大

雨になると特別警戒を出し、厳重な警戒をくりかえし呼び

かけていました。想定を超えた豪雨で河川は氾濫し、堤防

は決壊が相次いだのです。災害の被害自体は、起きてみな

ければ読みきれない面もあって、政府や行政の対応にも限

界があります。最終的に身を守るのは自分自身という意識

を、あらためてさらに強める時といえます。 

 『4年に1度じゃない。一生に1度だ』そんなキャッチコ

ピーのついたラグビー・ワールドカップ（Ｗ杯）日本大会

は、日本代表が『ワンチーム』を合言葉にベスト8に進出

する活躍もあって、スポーツの秋に強烈な印象を残しまし

た。ラグビーのファンがこれほどいたのかと44日間興奮の

渦に巻き込んで、南アフリカがイングランドを３２－１２

で破り世界一に輝きました。日本代表と対戦した相手であ

り、事前キャンプ地が鹿児島市だっただけに鹿児島県民に 

も嬉しい南アフリカの優勝でした。日本代表の不動の『12

番』となった中村亮土選手は、鹿児島実業出身で、名将

ジョセフ・ジャパンで防御の要として存在感を放ちまし

た。世界最高の舞台で花開いた若き桜の戦士に、さらなる

成長の期待は高まっています。 

 不滅のプロ野球記録と称えられた400勝を達成した、史

上最高の大投手金田正一氏が亡くなりました。『球界の天

皇』『黄金の左腕』と称賛された規格外の伝説と記録を残

して人生のマウンドを降りました。過酷な連投を支えるた

め厳しく体を鍛えて密やかに自己管理に徹してきました。

黄金ルーキー長嶋茂雄のデビュー戦では、4打席4三振させ

てプロの厳しさの洗礼を浴びせた伝説は、いつまでも語り

つがれていくことでしょう。 

 藤井聡太七段が将棋界の話題を独占してきましたが、今

年は46歳という最年長記録でタイトルを獲得した、木村一

基新王位が注目を浴びました。遅咲きの苦労人で7度目の

挑戦で獲得した初タイトルでした。『百折不撓』を座右の

銘に、中年の希望の星となりました。将棋界の人気に後塵

を拝していた囲碁界に、待望のスター誕生です。囲碁最年

少名人となった芝野虎丸新名人は、史上初めて10代で名人

となった19歳の囲碁棋士です。棋界の第1人者井山裕太四

冠に、現在囲碁王座戦で挑戦中で、囲碁界再建の旗手とし

て期待はふくらんでいます。    (令和元年11月吉日) 
  ※「百折不撓」…何度失敗しても信念を曲げないこと 
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     1 2 
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10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

12/1 12/2 12/3 12/4 12/5 12/6 12/7 

文化の日 振替休日 

１１月１１日まで 
・源泉所得税の納付     

・住民税の特別徴収税額の納付 

１２月２日まで 
 

・９月決算法人の確定申告   

・３月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告  

 １２月決算法人  第３四半期分 

  ３月決算法人  第２四半期分  

  ６月決算法人  第１四半期分  

・３・６・９・１２月決算法人・個人事業者の 

 ３月ごとの期間短縮に係る確定申告 

・消費税の年税額4,800万円超の８、９月決算法人 

 を除く法人・個人事業者の１月ごとの中間申告 

・特別農業所得者の予定納税額の納付 

・所得税の予定納税額の納付（第２期分） 

１１月１５日まで 
・所得税の予定納税額減額申請 

１１月中の各都道府県の条例で定める日 
・個人事業税の第２期分の納付 

勤労感謝の日 

〈１０月決算会社申告書提出〉 2019 12

■ 本年最後の給与の支払を受ける日の前日まで 

  ・給与所得者の保険料控除申告書、給与所得者  

   の配偶者控除等申告書、住宅借入金等特別控 

   除申告書の提出 

■ 本年最後の給与の支払をする時 

  ・給与所得の年末調整 

■ １２月中の市町村条例で定める日 

  ・固定資産税（都市計画税）の第３期分の納付 

 １月６日まで 
 ・１０月決算法人の確定申告   

 ・４月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   １月決算法人  第３四半期分 

   ４月決算法人  第２四半期分  

   ７月決算法人  第１四半期分  

 ・１・４・７・１０月決算法人の３月ごと 

  の期間短縮に係る確定申告 

 ・年税額4,800万円超の９月、１０月決算 

  法人を除く法人・個人事業者の１月ごと 

  の中間申告（８月決算法人は２ヶ月分） 

１２月１０日まで 

 ・源泉所得税の納付     

 ・住民税の特別徴収税額・納期の 

  特例を受けている者の住民税の特別 

  徴収額（当年6月～11月分）の納付 
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おすすめスポット（あこがれの場所・行きたいところ） 

    ： 海 釣 り 公 園   

このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつおすすめの 

スポットや憧れの場所などを紹介していきます。 

お出かけの際の参考にしていただければ幸いです☆ 

職員コラム 
～PART2～ 

 大会なども定期的に開

催しており、今年息子が

エントリーしてたまたま

ですが大漁賞を頂きまし

た。賞品では釣り竿など

のセットを頂き、今はそ

のセットを手に出掛けて

います。 

 ファミリー向けのフィッシングスクールなども

ありますので、お父さん、お

母さん、おじいちゃん、おば

あちゃんと家族で釣りをする

のも楽しいことと思います。

桜島も一望でき、海を見なが

ら家族とゆっくり話しができ

るのも魅力の一つです。 

 今月の担当：経営支援部 脇田 健吾 

 私は、魚釣りが

趣味で休日になる

と子供とよく海へ

出かけます。 

そこでおすすめの

ポイントが海釣り

公 園 で す。場 所

は、鴨池と桜島と

２か所あり、錦江湾の海の幸を楽しむことができま

す。 

 魚種は豊富で、季節にもよりますが、アジやアラ

カブ（かさご）、真鯛、良型の青物などいろいろと

釣ることができます。先日は目の前で１０キロ近く

のカンパチを釣っていて驚きました。アラカブは定

期的に放流をしているようで、 

年中楽しむことができます。 

業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 今月は、賞与の支給額を決めるための準備があります。業績や勤務成績などの情報を整理し、人事評価

資料の配布などを行う必要があります。 

年末賞与の支払準備 

年末調整の準備 

□ 年末調整は、どこまで段取り・準備をすすめておくかで業務効率が大きく異なります。 

従業員全員から扶養控除等申告書や保険料控除申告書など必要資料を収集したり、所得税の精算をする必

要があるため、かなりの時間と手間が必要となる業務です。提出もれや添付忘れなどがないように、回収期

限を早めに設け、確認しましょう。 
★年末調整については、次ページの「会計・税務のQ＆A」にて詳しく取り扱っておりますので、ご参考ください。 

売掛金の回収 

□ 年末から年度末にかけての資金繰りを確保するためにも、得意先管理を徹底して売掛金の回収に努める

必要があります。営業に対して売掛金の回収状況などをまとめた資料を提出するなどのサポートを行いま

しょう。 

□ これから年末にかけては特に忙しくなり、思いがけない処理の誤りが生じがちです。日常的な業務も気

を抜かず、スケジュールを立てて事前準備とダブルチェックを加えるなど、ミスが起こりにくい体制を整える

ことが大切です。 

年末の多忙時の対策 
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★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 令和元年分 年 末 調 整 』 

 ① 給与と徴収税額等の集計 
       年間の給与額の算出と給与から差し引いた社会保険料、源泉徴収税の集計を行います。 

    通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっているため、非課税となる金額については年間の給与額から控除します。 

 ② 給与所得控除後の給与等の金額の計算 
    「年末調整等のための給与所得後の給与等の金額表」（国税庁）にあてはめて、「給与等の金額」欄に対応する「給与所     

   得控除後の給与等の金額」の金額を求めます。または、給与所得控除額算出表により計算します。   

 ③ 課税給与所得金額の計算   ※給与所得の金額－所得控除額＝課税給与所得金額 

    所得控除額を差引きます。所得控除額は「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告」「配偶者控除等申告書」  

   に基づきそれぞれの額の計算を行います。   

 今年も年末調整の時期がやってまいりました。今年からの変更点はないため、年末調整額の計算方法や

迷いやすい配偶者控除等について確認していきたいと思います。 

区 分 定    義 控除額 

控除対象扶養親族 １６歳以上の扶養親族 ３８万円 

特定扶養親族 １９歳以上２３歳未満の扶養親族 ６３万円 

老人扶養親族 

 同居老親等 
７０歳以上の扶養親族で常に同居している父母や祖父母など ５８万円 

老人扶養親族 

 同居老親等以外 
７０歳以上の扶養親族で上記の者以外 ４８万円 

控除対象となる扶養親族の条件 

□ 年齢が１６歳以上であること 

□ 配偶者の親族（６親等内血族及び３親等内の姻族）又は都道府県知事から養育を委託された児童（里子）や 

  市町村から養護を委託された老人であること 

□ 納税者と生計を一にしていること 

   （離れて暮らしていても、学費の支払いや生活費の送金など、仕送りを納税者から受けている場合は該当します） 

□ 年間の合計所得金額が３８万円以下である（給与のみの場合は給与収入が１０３万円以下） 

□ 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない又は白色申告の従事者でないこと 

  扶養親族について 

  年末調整税額の計算方法 

 ④ 年調年税額の計算  ※（課税給与所得金額×税率）－控除額＝算出所得税額  

                       年調所得税額×102.1％＝年調年税額 
    「年末調整等のための算出所得税額の速算表」（国税庁）の算式に従って算出所得税額を計算します。住宅ローン控除  

   がある人は算出所得税額から住宅ローン控除額を差引きます（年調所得税額）。最後に１０２．１％を乗じて年調年税額が  

   計算されます。 

 病気療養やリハビリ

のための入院または

老人介護施設等は

同居に該当します。  
 

医療行為を行わな

い老人ホームなどの

入所は同居に該当

しません。 



給与所得者と生計を一にする配偶者
（※）で、合計所得金額が38万円以下の

者をいいます。 

同一生計配偶者のうち、合計所得金

額が1,000万円以下である給与所得者

の配偶者をいいます。 

配偶者控除の対象となる者です。 

同一生計配偶者 控除対象配偶者 源泉控除対象配偶者 

給与所得者の合計所得金額が900万円

以下で、かつ、その生計を一にする

配偶者（※）の合計所得金額が85万円

以下の者をいいます。 

（※）生計を一にする配偶者は、青色事業専従者として 

 給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。 
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はい いいえ 

配偶者の年収が 

１０３万円以下 

納税者の年収が 

１,１２０万円以下 

配偶者の年収が 

１５０万円以下 

配偶者の年収が 

２０１. ６万円以上 

納税者の年収が 

１,２２０万円以下 

控除対象外 控除対象 

（年収により逓減） 

控除対象 

（定額３８万円） 

 
  

  

 

 税制上の「配偶者」について 

配偶者が配偶者控除・配偶者特別控除の対象となるか、フローチャートで確認できます 

でお進みください。 

  両方とも給与収入 

    のみと仮定 

配偶者 納税者 

年 収 １０３万円 １５０万円 ２０１万６千円 １,１２０万円 １,２２０万円 

所得金額 ３８万円 ８５万円 １２３万円 ９００万円 １,０００万円 

「年収（給与収入）－ 給与所得控除額 ＝ 給与所得金額」です 

令和２年分から適用される主な改正事項については次号で紹介します。 
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新 入 社 員 紹 介 

 経営支援部所属 
 

   常山 こはる 
 

 

 この度経営支援部に配属されました常

山こはると申します。入社して間もない

私ではございますが、１つずつ目の前の

課題に取り組み、１日でも早く皆様のお

役に立てるよう精進していく所存です。

どうぞ宜しくお願い致します。 

どうぞよろしくお願いいたします 

新入社員が入社いたしましたので、ご紹介します！ 

経営支援部部所属 
 

  堀ノ内 梨世 
 

 この度新たに経営支援部に配属されました堀

ノ内です。初めての会計事務所での勤務ですの

で、これからたくさんいろいろなことを学びな

がら皆様のお役に立てるように頑張っていきた

いと思います。これからどうぞよろしくお願い

いたします。 

  『 ネット風評被害対策セミナー ～こんな社員と口コミが会社を潰す ！企業は次世代リスクにどう対応するか？～ 』   

講師：ソルナ株式会社 リスクソリューション部  部長 大月 美里 先生 

 第３２回 ＫＭＣセミナー（一般編）のご報告 

ネットリスクは新時代へー 

 第１部 医療従事者の勤務環境の改善について 
       ～医療従事者の勤務環境改善と医師の働き方改革～ 

        講師：税理士法人 上川路会計 認定医業経営コンサルタント 此元 洋助 

第３３回 ＫＭＣセミナー（医療編）のご案内 

■ 日  時  令和元年１２月１２日（木）14：00～15：30 （受付開始 13：30～）      

■ 定  員  3０名（※お申込みはお早めに！） 

■ 会  場  鹿児島ビル９Ｆ大会議室  鹿児島市名山町１－３ 

■ 会  費  無 料！ 

■ お申込方法 同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、ＦＡＸしてください。 

 第２部 鹿児島県の医療環境分析 
          ～急性期病院の疾病別シェア分析・医療介護需要予測～ 

     講師：税理士法人 上川路会計 認定医業経営コンサルタント 福田 孝史朗 

（有）上川路マネジメントセンター 主催  

令和元年9月28日（土）ホテルリブマックス鹿児島にて開催いたしました！ 

 サイバーリスクの最新情報についてお話しいただきました。自社が被害に合うことよ

りも「加害者になる」ことがそれ以上に恐ろしいことであり対策が急務です。最近急増

している従業員によるネットトラブルの事例とその対処法等についても教えていただ

き、誰でも簡単に全世界に情報発信出来る時代に経営者として行うべきリスク管理につ

いて学ぶ良い機会になりました。 

（税）上川路会計には、認定医業経営コンサルタントが４名在籍しております。 

それぞれの得意分野を活かして皆様のご相談に応じます。お気軽にご相談ください。 
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所内研修発表会のご報告 

 10月11日（金）、所内にて研修発表会を行いました。当事務所では、毎月一回所内で研修会を

行い、年に一回、全職員がチームを編成し研修発表を実施しております。テーマを「業務効率化

（働き方改革）」として各チーム様々な観点からの発表となりました。今年も、税理士法人押井

会計、株式会社吉田経営から審査員として御参加いただき、審査員の方々の審議のもと、Ａチー

ムが優勝しました！ 

 研修の成果を取り入れて、よりお客様の発展に貢献できるよう取り組んで参ります！ 

所内   

News！ 

    企業防衛対策のおすすめ 

チーム テ ー マ チームリーダー 

Ａ 『働き方改革 実践提案書 ～12の提案～』 畠中 

Ｂ 『働くが変わる』 安山 

Ｃ 『業務効率化に向けた 働く人改革』 大野 

Ｄ 『間接業務からの業務改善』 花木 

Ｅ 『機械化できるくん 働かそう！』 脇田 

Ｆ 『無駄からの脱却！必ずできる生産性のある会議』 岩下 

備えてますか、こんなリスク 

事 業 保 障 
 

成長期～安定期 

経営者が万が一の場合や、重大疾病に罹患した 

場合 

 ・取引条件変更等による業績悪化のリスク 

  →固定費の一定期間相当額の運転資金準備 

事 業 承 継 
 

安定期～事業承継期 

自社株等、事業用資産のほとんどを後継者が

相続した場合 

 ・相続税納税資金不足のリスク 

 ・相続人間の承継資産の不平等による遺産 

  分割協議が円滑にいかないリスク 

   →納税資金準備 

   →遺産分割対策 

役員退職慰労金 
 

成長期～事業承継期 

役員退職慰労金を支払う場合 

 ・役員退職慰労金資金不足のリスク 

  →長期にわたる資金準備 

リスクマネジメント対策は、上川路会計の重要なテーマです 
 

すべての対策は「監査担当者」が責任ある指導を致します 

従業員退職金制度（福利厚生） 
 

成長期～安定期 

永年勤続者及び功労者へ退職金や報奨金を支払

う場合 

 ・少子化に伴う人手不足によるリスク 

 ・従業員の退職金支払い資金不足のリスク 

  →福利厚生制度の充実による企業の付加 

   価値の向上（優秀な人材確保） 

  →退職金の準備 

 企業を取り巻く環境は日々大きく変動しています。企業が安定的に発展し、次世代へと確実に承継し

ていくために備えておきたいリスクとその対策をまとめました。 



 11月になりました。朝、玄関を開けるとひんやりとした空気と金木犀の香りに包まれて秋の深まりと一

年の終わりを感じます。 

 

先日、鹿児島信用金庫さんのイベントで干潟の生き物観察会があり、子供を連れて重富海岸に行ってきま

した。満ちていた海の水面が見る間にどんどん遠ざかり砂浜が現れてくる様子は不思議な光景で海の世界に

招かれているように感じます。 

 そこかしこに水たまりの残る浜に下りてヤドカリやカニ、小さなハゼなどを子供と一緒になって追い回し

たりきれいな貝殻を拾ったりして秋の穏やかな時間を満喫しました。 

その後「重富海岸自然ふれあい館なぎさミュージアム」の指導員の方の話を聞き、多様な生物の生きる錦

江湾の豊かさや美しさ、一見何もないように見える干潟が海の生態系を守る役割を果たしていることなど、

改めて興味深く感じました。 

桜島の浮かぶこの海の正式な名称は「鹿児島湾」です。島津家第十八代当主家久が詠んだ「浪のおりかく

る錦は磯山の梢にさらす花の色かな」から錦江湾と呼びならわされています。美しく豊かな海への敬意と親

しみを込めた先人たちの気持ちが伝わるようです。 

 しかし、この美しく穏やかな干潟にも環境問題の影が差していて、汀には貝殻などとともに多くのゴミも

打ち上げられ、ミュージアムにあった小さなボトルには、干潟の砂に交じっていたという細かいプラスチッ

クのかけらが多数入っていました。 

 海洋プラスチックごみの問題は海鳥やクジラなどの体内から多量のゴミが見つかった件などで近年大きく

取り上げられています。大手の外食産業でプラスチックストローの提供の取り止めレジ袋の有料化などの対

策でも耳目を引いていますが、一人一人が自分の問題として取り組んでいるかというとまだまだなのかもし

れません。実際、我が家でもプラスチックごみの日には、大きな袋いっぱいのプラごみが毎週廃棄されてい

ます。 

 9月の国連の環境問題対策サミットでは一人の少女がスピーチを行い、環境悪化を知りながら対策が後手

に回っている大人たちに対して厳しい糾弾を行っていました。彼女の活動手法については諸手

をあげて賛成とは言いかねますが、便利な生活と環境保護の兼ね合いの難しさに手をこまねい

ている現状への問題提起と目前に迫っている地球環境の危機への対策が次世代に対する責務で

あるということを認識させるきっかけになったように思います。 

 10月は未曽有の豪雨災害が起こり、私たちの暮らしに痛ましい爪痕を残しました。毎年どこ

かで大災害が発生しているこの現状にどこか何かがおかしいと感じている人は多いのではない

でしょうか。 

 折しも即位礼正殿の儀が行われ令和の時代が本格的に始まりました。日本と世界

の人々そして同じ時代に生きるすべての生き物たちと共に暮らせる時代を次世代へ

も引き継げるよう個人としても事業者としても考えていきたいと思います。 
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随想 『 錦の海 』 上川路美恵野 

  11月に入り、冬の気配を感じるようになりました。 

 秋といえばもみじ狩り。11月は木々の葉が赤や黄色に色づく時期でもあ

ります。鹿児島の秋は短いと言われますが、機会があれば紅葉の名所に足

を運んで秋を満喫するのもいいですね♪ 

 段々と寒さが増してきております。お身体を大切にお過ごしください☆ 

 編集後記 

編集委員 上川路美恵野 関 伊集院 福留 東崎 安藤 常山 堀ノ内 

 連絡先：税理士法人 上川路会計  
 

 〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9     

  Tel 099-252-7070 Fax 099-252-6400  
  E-Mail kamikawaji@tkcnf.or.jp 
    URL http://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

 つかの間の海の客人秋干潟     美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば上川路会計にご

相談ください！ 

 また、お知り合いに開業

予定の方がいらっしゃ 

いましたら是非ご紹 

介ください！！ 


